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くらしの危険を防ぐには～ Ⅱ 

山田 俊一 

はじめに 

 殺虫剤（メタミドホス）入り中国産冷凍餃子は深刻に我が国の食品の安全性に課題を投

げかけている。2008 年 1 月 22 日に千葉県市川市の 5 人家族が「coop 手作り餃子 40 個」

を食べ薬物中毒になり、5 歳の女の子は意識不明と重傷になり幸いに、5 歳の女の子も含め

25～26 日間の入院で回復した。同じような中毒事件は 2008 年 1 月 5 日に神戸にも発生し

ていた。しかしながら行政間の連携が無かったために千葉の事件を防ぐことが出来なかっ

たのは悔やまれる。中毒事件はこの 2 件に留まったが、関連品の回収販売禁止・農薬検査・

原因解明は日本、中国の当局者で行われているが原因解明の見通しはたってない模様であ

る。続いていくつかの中国産の冷凍加工食品に農薬残留が確認されている。 
 国内には約 4 千種の冷凍食品があり、1 人当たり年間 21 ｷﾛ消費されている。冷凍食品の

輸入量は 97 年約 8 万 5 千ﾄﾝから 06 年は 31 万 5 千ﾄﾝへと急増している。中国産は約 64％
を占めている。1）今後も輸入依存、特に中国依存は益々高くなっていく可能性は高い。 
 餃子での中毒事件は「食品衛生法」違反か故意であれば少なくとも刑事法の傷害罪及び

傷害未遂罪の疑いが考えられる。ここにおいて刑事法は別として「食品衛生法」に関して、

厚生労働省によると 2）中国河北省食品輸出入集団天洋食品工場からの食品衛生法違反は

2004 年 1 月以降 1 件報告されている。「冷凍豚串カツ」で大腸菌での陽性反応により、国

内流通はない。今回の「餃子」は輸入時に検査は行われていない。すべての調理加工冷凍

食品は検査されていないと言われている。 
 福田首相は消費者行政を一元化し消費者重視を 重要政策に揚げているが固い抵抗を乗

り越えてより消費者重視が実現すること、当面食品の安全、特に輸入食品の安全性に取り

組んでいくよう期待したい。また、消費者も自己・家族を守るためには昔に比較して衰え

ている「味」・「匂い」など五感も再び研ぎ澄ます必要もある。 
 食品偽装に関わる法律・国の担当省は複雑で縦割り行政の たるものである。各担当部

署間の連携は始まったばかりである。主な食品偽装の対応法律を表に示す。 
 
表 1 食品偽装に関する主な法律と担当省 

担当省 　　法　　律　　名 　　目　　　的 　　　備　　　考
農林水産省 JAS法 表示等消費者の経済 白い恋人・表示不正

的利益の保護 消費・賞味期限不正

厚生労働省 食品衛生法 衛生上の危害防止 消費・賞味期限不正

添加物　　赤福餅

経済産業省 不正競争防止法 業者間の公正な競争 ミートホープ事件

の推進

公正取引委員会景品表示法 公正な競争の確保 原料偽装  
出所：山田作成 
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次に 2007 年の食品関連の事例を示す（表 2）。この他に報道されていない事例もかなり

の数に達するものと思われる。 
 

表 2 2007 年の食品関連偽装の事例 
都道府県 会社名 商品 偽装内容
北海道 ミートホープ 牛肉ミンチ 原料偽装

石屋製菓 菓子白い恋人 賞味期限偽装

秋田 比内鶏 地鶏 原料偽装

北州食品 マグロ 消費期限切れ原料使用

宮城 精肉石川屋 牛肉 賞味期限偽装

トーチク 牛肉 賞味期限偽装

福島 コープフーズ 豆腐 消費期限偽装

茨城 しじみ問屋４社 しじみ 産地偽装

 ★ ほしいも マルヒ 賞味期限偽装

栃木 三宝製菓 菓子 産地偽装

埼玉 不二家 ケーキ等 消費期限切れ原料使用

千葉 丸広米穀 米 精米日偽装

ダイエー うに・いくら 消費期限偽装

叙々苑 牛肉 不適正表示

東京　         　★マクドナルド ハンバーグ 消費期限切れ原料使用

 ★ オリジン弁当 弁当 消費期限切れ原料使用

 ★ 居酒屋3社 牛肉 不適正表示

神奈川　      　★崎陽軒 シュウマイ 原材料不適正表示

山梨 ほかほか亭 うどん・サラダ 消費期限偽装

ハッピーカンパニー しじみ・ドライフルーツ 産地偽装・産地未表示

長野 ゴールドパック ジュース 産地偽装

丸乙小林商店 リンゴ 産地偽装

石川 よしひろ おつまみ 賞味期限偽装

福井 藤本農園 米 JASマーク不正使用

静岡 山政 ウナギ 産地偽装

マルニうなぎ加工 ウナギ 産地偽装

岐阜 川上屋馬籠店 菓子 消費・賞味期限偽装

赤福 餅 製造日・消費期限偽装

三重 御福餅本家 餅 製造日偽装

平治煎餅本店 せんべい・もなか 賞味期限偽装

太閤餅 餅 消費期限偽装

京都 カワウ 水煮タケノコ JASマーク不正使用

大阪 船場吉兆 牛肉 産地偽装

船場吉兆 地鶏 原料偽装

いかりスーパ 牛肉コロッケ 原料偽装

兵庫 食品卸会社 調味料 賞味期限偽装

食品卸会社 そうめん 産地偽装

奈良 伊藤ハムミート販売西豚肉 産地偽装

広島 ダイイチ 冷凍エビ 製造・販売者名偽装

香川 ふじや精肉店 牛肉 産地偽装

村食 牛肉 産地偽装

愛媛 森源米穀 米 産地偽装

福岡 船場吉兆 菓子・惣菜 賞味期限偽装

佐賀 磯屋 ひじき 産地偽装

山口商店 アマダイ 産地偽装

宮崎 原田穂積商店等2社 ウナギ 産地偽装

鹿児島 鹿児島漬物 漬物 産地偽装  
注：★印は山田が追加     出所：毎日新聞 2007 年 11 月 19 日付け 
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食品以外では伊勢丹等百貨店 9 社、スーパー1 社は家具・ギフト商品の不当表示により、

公正取引委員会から「景品表示法」違反の恐れありと、警告を受けている。中国製家具を

イタリア製として販売した。 
カシミヤの割合 30％未満のセーターなどをカシミヤ 100％・50％と表示して販売した、

丹羽幸・小杉産業の衣料製造・販売会社に、また、「超音波蚊よけ器」は効果ゼロであると

判明しオーム電機を公正取引委員会が排除命令を出している。注文住宅建築会社「タマホ

ーム」の広告で「着工日本一」（実際は 10 位前後）と宣伝に対しても排除命令が出されて

いる。 
建築資材でも「ニチアス」「東洋ゴム」が品質を不当に高く表示に関して、国土交通省に

報告している。同じく自動車高速道路の資材にも品質が劣る資材を使用したことも明るみ

になった。 
2008 年早々には製紙各社が再生紙に含まれる古紙の割合を実際よりも多く見せかけてい

た偽装問題が明らかになった。再生紙の利用者の不信と古紙リサイクルを支えてきた消費

者の環境意識への痛みは計りしれない。 
朝日新聞 2008 年 3 月 14 日付けには NTT 東西の「104」広告は「不当表示」で公正取引

委員会より排除命令を受けたとの記事が掲載されている。電話番号案内「104」に問い合わ

せた番号にそのまま（再度かけない）接続サ－ビス「DIAL104」の広告で利用すれば料金

が割高になる記載をしていない不当表示だと認定し景品表示法違反として、排除命令を受

けた。06 年、07 年とソフトバンク・NTT ドコモ・KDDI（au）など景品表示違反として

警告を受けたが排除命令は初めてである。 
これらの偽装発覚の発端は多くの場合内部告発から明らかになってきている。2006 年 4

月 1 日から施行された、内部告発による不利益を禁止し内部告発を進める「公益通報者保

護法」によるものと、社会全体が企業の不正を許さない意識が高まってきたものであろう。 
農林水産省の｢食品表示 110番｣への情報提供は 2005年度 1年間で 1417件に対して 2007

年 4 月より 10 月までで 2148 件に上っている。今後益々内部告発は増加の道を歩むものと

思われる。この法律にも従業員の企業機密の保持義務・漏洩等課題はあるが、企業の偽装・

不正が公になり消費者の利益に寄与していくことには間違いないであろう。 
各分野で表示違反・表示不適性など明らかになって消費者に対して不当表示がまだまだ

社会にまかり通っている現状がうかがえる。ここでは食品を中心として表示の現状と課題

を探っていく。 
2008 年 3 月 19 日付け朝日新聞によると、ミートホープの偽装牛ミンチ事件で当時の田

中社長に、不正競争防止違反（虚偽表示）と詐欺の罪で懲役 4 年の判決が札幌地裁で行わ

れた。この事件から多数の食品表示の偽装が発覚し、消費者に食への不安と信頼を揺るが

せた事件である。 
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Ⅰ 消費期限と賞味期限 

 2008 年 3 月 12 日付け読売新聞・毎日新聞によると、駅弁が 05 年以来 1500 万食の偽装

があったと報じている。JR 東海の子会社「ジェイア－ル東海パッセンジャ－ズ」による駅

弁・サンドイッチ等の消費期限偽装があったと公表した。 
「同社のせつめいによると、消費期限の自主基準を 05 年 4 月から、弁当は製造開始から

「19 時間」を｢14 時間｣と短縮したことで、夕方等のピーク時に品揃えを確保するために偽

装が行われた。健康被害は報告されていない。法令違反は無かったと、今後社内基準の順

守を徹底する。」と述べている。 
 このように消費期限等の課題は消費者の食品への不安は今も続いている。 
 昨年世間を騒がした石屋製菓の「白い恋人」、茨城の「ほしいも」、ダイエーの「うに・

いくら」、マクナルド・オリジン弁当、ほかほか亭、赤福の「餅」、船場吉兆の製品などか

なりの偽装事件は消費・賞味期限の違反である。消費期限・賞味期限とは何なのであるか

検討したい。図１－１は山崎製パンの 2008 年 3 月 14 日に購入したサンドイッチの表示で

ある。表示の内容は多量で複雑である。メーカーとして法定表示は勿論、より消費者へ任

意の情報の提供を努めているようである。このような表示をすべて目を通す消費者は多い

とは思われない。また一方、それぞれの原料の原産地の表示がないことに不安を感じる消

費者も少なからずいるかも知れない。 
 
図１－１ 山崎製パンのサンドイッチの表示 

 
 
 この表示では 2008 年 3 月 13 日に製造し消費期限は 2008 年 3 月 14 日 23 時までと表示

されている。その他保存方法・栄養内容・原材料名・添加物の表示がなされている。 



 5

 製造年月日（表示義務は無い）・消費期限・賞味期限を偽る例が表示偽装に関連して多い。

「赤福」・「白い恋人」など。「赤福」は消費期限の偽りと売れ残り品の製造年月日偽装で表

示義務はないが、製造年月日の虚偽表示は景品表示法の違反の疑いがある。 
 包装された加工食品は JAS 法と食品衛生法により、消費・賞味期限を記さなければなら

ない。JAS 法違反は都道府県管轄で違反があれば、改善指示・事業所名の公表をする。改

善がみられない場合は農林水産大臣が改善命令を出す。改善されなければ刑事告発し、罰

金刑の対象となる。食品衛生法の表示義務違反は食中毒予防が目的なので、管轄の保健所

が指導・業務停止・営業停止命令を出す。これが大まかな法律の適用で二つの網がかかっ

ている。 
 消費期限は製造・加工日から 5 日以内の消費を前提として傷みやすい食品が対象である。

賞味期限はそれより日持ちする食品に対して事業者が想定している味・風味等が保証され

ている期限である。（図１－２） 
 消費期限・賞味期限の期日は「商品について も知識のある」製造業者が決めるのであ

る。また、商品を消費期限にするか、賞味期限にするかも製造業者が決定する。従って曖

昧さは残る。同じ牛乳・豆腐等で消費期限と賞味期限の商品が市場で見られる。伝統的な

低温殺菌牛乳（65℃30 分の殺菌した牛乳）は消費期限が多く見られる。高温殺菌牛乳（130℃
2 秒殺菌）は賞味期限が多い。豆腐も充填豆腐は消費期限でなく賞味期限である。 
 消費期限・賞味期限は製造者が決定するのであるが、およそ次のようにして決定されて

いると言われている。 
 サンプルを所定の条件の中で（低温・常温等）保管し、安全性・味・風味の劣化を観察

賞味し、その期日に 6～7 割の安全率を見越し決めているようである。あくまでも各製造業

者の意思であり、国としての品目別目安はない。さきほど照会した JR 東海の駅弁も社内基

準で消費期限を短縮した分が社内消費基準の偽装となったのである。しかし法的には可食

期間で業者の管理内にある商品であれば消費期限を延長しても法的には違反とはならない。

国は業者の管理から離れた商品の期限延長は法的に問題があるとしている。 
 売れ残りや返品商品の利用・期限切れ商品の販売・期限切れの原料の使用すること自体

は、細菌・腐敗等衛生上の問題がなければ直ちに法的に違反ではないのである。例えば「不

二家はプリンとシュークリーム計 13 万個の消費期限を社内基準より 1～2 日長く表示して

出荷。プリンの可食期間は 8 日で、安全率 0.8 を掛けた消費期限は 6 日だった。・・・工場

では消費期限切れの卵などを使用していたが、同社はどちらの事例も「衛生上問題はない」

としていた。しかし、厚生労働省は「期限切れ原料を客観的データではなく現場の勘に頼

って使っていたことなどに衛生管理上問題がある」と判断。食品衛生法違反に当たるとし

て 2007 年 1 月 30 日に、行政指導した。」3）期限切れでの行政処分でなく衛生的な管理体

制に問題があるとしての処分なのである。このあたりは消費者にとって食への信頼に課題

があるかもしれない。 
 一方期限切れですぐ食品を廃棄するのは、食べられるのに捨てるのは資源の浪費につな

がる。 
 日本の食糧自給率（カロリーベース）は 06 年現在 39％である。食生活の個食化・外食の
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普及・持ち帰り弁当の中食
なかしょく

・即席食品の発展等で農林水産省によると 4）廃棄食品が増え

06 年度は約 1135 万トン余りもの廃棄食品があるといわれている。今後の世界の食糧事情

を考えると容易に期限切れ食品を捨てるには課題が残る。 
 
図１－２ 消費期限・賞味期限とは？   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出所：朝日新聞 2007 年 11 月 8 日 

 

期限切れの食品をたべるかどうかは自己責任ではないだろうか。消費者は改めて食べら

れかどうか日付でなく自分の五感を磨くことが肝要であろう。                    

図１－３は日本経済新聞 2007 年２月 8～9 日でのネット調査である。20 歳以上 1000 人

の回答である。 
消費者は消費期限に敏感であることを示している。 

 アンケートによると●消費期限が過ぎても 7 割の人が自分の判断で食べている。●消費

期限は 7 割以上のひとは必ず確認している。●購買の時は陳列してある商品の消費期限が

も先の商品を買う人は 9割にも達している。 
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図１－３消費期限へのアンケート 

 
出所：日本経済新聞 2007 年 2 月 19 日付け 

 

図１－４ 賞味期限切れはいつまで食べられるかの業界団体による目安 

 
出所：朝日新聞 2007 年 11 月 23 日付け 
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 図１－４は 2007 年 11 月 23 日付け朝日新聞に掲載された賞味期限を過ぎても、食べられ

るものもあるとの食品の期限表示の読み方を探ったとの記事である。表示を偽るのは問題

だが、むやみに期限過ぎたからと言って捨てるのも資源の浪費でもある。図１－４は業界

団体の賞味期限すぎても食べられる目安である。 
 図の①缶詰は普通の管理状態なら製造日より 10年以上でも味は別として衛生的な問題は

無い。図の②即席めんの期限はカップめんが製造から 5 ｹ月、袋入りが 6 ｹ月と設定されて

いるものが多い（日本即席食品工業協会による）。直射日光を避け冷暗所に保存すればもう

6 ｹ月は持つ。図の③日本養鶏協会によると生卵の賞味期限は産卵後 2 週間以内。これは万

が一の事故を考えたうえで生食を前提にしたものである。冷蔵庫に入って殻を割らなけれ

ば夏期（平均温度 28 度）はさらに 2日、冬季（平均温度 10 度）は 43 日、春・秋期（平均

温度 23 度）は 11 日を賞味期限に延長できるという。図の④冷凍食品は日本冷凍食品協会

によるとマイナス 18 度以下で保存すれば細菌は繁殖しなくなり、1 年以上の保存が出来る

という。期限切れでも人体に問題はないが、1年前後で風味や食感が変化するものが多いと

いう。家庭にあっては賞味期限前でも 2～3 ｹ月、ドアポケットなら 1～2 ｹ月のうちに消費

することを勧めている。図の⑤商品の賞味期限は未開封でのことである。全国マヨネーズ・

ドレッシング類協会によると、原材料がメーカーにより異なるので一概にはいえないが、

1 ｹ月ぐらいは問題がないとしている。図の⑥カレーのルーについて全日本カレー工業協同

組合は開封後ラップに包んで密封状態にして冷蔵庫で 3～6 ｹ月は持つ。煮豆メーカーの「ふ

じっこ」はほとんどの商品に「開封後は冷蔵庫で保管し、○日以内に」と表示している。 

 いずれにしても消費者は食品からの危険を自分と家族を守らなければならない。一方食

物の浪費を避ける努力も期待されている。それには、消費期限・賞味期限一辺倒に頼るの

でなく業者の期限を目安として、色・臭いなどの五感を磨き判断力を向上させることが必

要ではないかと思う。 
 我が国では食品表示にかかわる法律が複数である。そのために所管省間で見解の相違や、

連携が遅滞したり、窓口が分散していたり、取り締まりが重複など消費者・事業者ともに

混乱する場合が多くみられる。これらの課題を解決するために「消費者にわかりやすい表

示制度」にすべきだと、国民生活審議会が 2008 年 2 月 14 日 5）に食品表示に関する一般法

（「食品表示法」仮称）の制定を提言している。 
 国民生活審議会の提言は消費者にとって「消費期限」・「賞味期限」のわかり難いことの

解消に「消費期限」を中心として安全性を重視できることを期待しているようである。多

様で多種である食品に一定の基準を定めることは、困難である。現在の制度のように「期

限」の設定は業者に依存するしかない。現在の規程に事故が起きた場合罰則等を厳格にす

るくらいではないだろうか。 
 消費期限・賞味期限に関しての安全性について、国はより消費者側に立ち消費行政の現

在の複雑さを解消し所管の一元化・情報の集中化・迅速化と消費者行政が執行されること

は勿論である。しかし、酷かもしれないが、「消費者自体が自己を守るために、学び・五感

を磨き、賢明になること」ではないだろうか。 
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Ⅱ 産地表示と原材料表示 

 消費者は食品の安全・安心のためには材料の原産地表示をよりきちんとして欲しいと切

望している。加工度の高い食品ではほとんどの食品で原産地が消費者にとっては分からな

いのが現状である。消費者の安心のためには可能な限り原材料の正確な情報が消費者に提

供されなければならない。しかし、すべての加工食品の原材料の産地表示には課題が多い。

輸入食品に義務つけると非関税障壁だと批判される恐れがある。国内産食品であっても原

材料の調達が世界的になり、輸入先が頻繁に変わる場合も少なくない。そのつど包装の印

刷を訂正しなければならなく原価高になる。消費者利益の重視する立場からは「命にかか

わる問題である」から原産地表示の徹底を主張する。消費者は食品の安全は第一であるが、

価格が高くなるのにも抵抗がある。業者にとっては価格が高くなり売上減少は企業そのも

のが存続するかどうか死活問題でもある。 
 近の原材料表示・産地表示での偽装の記事をみてみる。（表 2 の 2007 年の食品関連偽

装の例参照） 
 表２－１は新聞に掲載された事例である。その他にも多数表示に関しての違反はあるも

のと思われる。 
 違反のほとんどは商品価値を高めて業者の利益重視の姿勢がうかがえる。外国産を日本

産、有名産地の偽装などがそれである。 
 消費者はよほどの食通でなければ、それが本物の味かどうか見分けがつかない。「消費期

限」「賞味期限」の場合は、食べても健康に障害があるか、ないかの課題であるが、原材料

産地表示の偽装に対しては、消費者は無防備に近いと言ってもいい。表２－１の表示違反

事例の発端はかなりの事例が匿名の電話によるものである。違反に対しての行政処置も軽

いような感もある。勿論消費者は 近業者違反に対しての反応も厳しくなってきている。

違反の公表により営業成績の不振、廃業せざる終えない事例も増えている。そうゆう意味

では業者の経営姿勢として消費者重視の重要性が認識されてきているものと思われる。 
 2008 年１月 28 日付け読売新聞の世論調査（調査日１月 12,13 日・全国から 3000 人・個

別訪問面接・回収率 59.3％）によると、「食品表示の偽装で特に問題だと思うもの（複数回

答）は①賞味期限・消費期限・製造日が 72％②原産地・原産国は 54％③添加物の有無が 46％

の順である。」 

 消費者は原産国など原料の産地に高い関心がある。 

 また、2007 年 11 月 6 日付け朝日新聞によると、「食品の原産地や原材料、賞味期限など

の品質表示を 7 割の人は信用するが、信用しない人も 3 割弱いる。（朝日新聞社の 11 月 3，

4 日・電話での全国世論調査）」このように消費者は食品表示を食の安全性の拠りどころに

していることが伺える。 
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表２－１ 原材料・原産地表示違反の例 

会　社　名 内　　　容 処　　　分 記　事　期　日
叙々苑 ホルスタイン種・交雑種 JAS法違反 07/3/29朝日新聞

東京港区43店舗 を「黒毛和種」と表示 訂正指示

販売

ミ－トホ－プ 「牛ミンチ」に豚肉 詐欺で有罪 07/6/20朝日新聞

北海道 混入 不正競争防止違反 08/3/19朝日新聞

いかりスーパーマ ホルスタイン種・米国産マ JAS法違反 07/8/11朝日新聞

ケット ッシュポテト使用を「和牛 訂正指示

尼崎市23店舗 肉」「北海道産男爵」と

表示

畜産草地研究所 名古屋コ－チンのDNA調 愛知県はJAS法違反 07/10/02毎日新聞

つくば市DAN検査で 査で90点の内2割が名古 で指導の方針

市場品を調査 屋コーチン以外の鶏肉が

判明

比内鶏社 廃鶏を「比内鶏」と表示 JAS法・景品表示違反 07/10/15産経ニュース

大館市食肉加工製造 不正競争防止違反 07/10/25朝日新聞

容疑

船場吉兆本店 他県の牛肉使用のみそ漬 JAS法違反 07/11/10朝日新聞

大阪市 を「但馬牛」・ブロイラーを 訂正指示 07/12/28朝日新聞

「地鶏」と表示・穴子・黒豆

も産地偽装

崎陽軒 シュウマイの原材料表示 JAS法違反 07/11/29毎日新聞

横浜市 の順番を偽装 訂正指示

白木屋・村さ來 人工的に馬の背油を注入 景品表示法違反で 07/12/15朝日新聞

マルシェ等5社 した馬肉を「霜降り馬刺し」 排除命令

東京都居酒屋 と表示し販売

西武・そごう 中国産キャビアを「ロシヤ 景品表示法違反で 08/2/08朝日新聞

百貨店 産」と販売 排除命令

東海澱粉 台湾・中国産うなぎを国産 JAS法違反厳重注意 08’/2/21朝日新聞

静岡市 と表示し販売表示 不正競争防止違反 08/3/21朝日新聞

うなぎの輸入販売 　 容疑 　

イチコ－ ノルウｴ－産のさばを「千葉 JAS法違反容疑 08/3/11毎日新聞

小田原市 産」と表示

水産加工会社

うおいち 中国産フグを「山口産」 JAS法違反 08’/3/15読売新聞

大阪市水産卸売大手 と表示 訂正指示

矢崎・てら岡 他の魚を「クエ」と表示 JAS法違反 08/3/20朝日新聞

矢崎は和田市・てら岡 販売 訂正指示

は福岡市

アイマックコ－ポ 他産地の牛肉を「松坂牛」 JAS法違反 08/3/20朝日新聞

レ－ション ・「但馬牛」・「神戸牛」 訂正指示

大阪市食肉加工販売 として販売  
出所：山田作成 

 

 JAS（日本農林規格法）によると、食品の原産地表示は農産物などの生鮮食品や、輸入さ

れた加工食品には原産地の表示が義務づけられている。国内製造食品の多くは輸入食品の

原料を使用しても表示義務（材料の原産地表示）はない。国内製造食品で産地表示義務の

あるものは表２－２、表２－３に示す 20 食品群材料で、しかも重量が全体の 50％以上の原

材料に限る。表示方法は重量の多い順番である。水分含有量の表示義務は無いのである。 
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表２－２ 原産地・加工品の原材料の産地表示義務 

生鮮食品（農産・畜産・水産物の単体） すべて（原産地）

輸入加工食品 すべて（原産国）

国内産加工食品 原料原産地の

（20食品群で重さ50％以上の原料と 表示が必要

４品目の原料） 　  
出所：JAS 法 

 

崎陽軒の表示違反はホタテの含有重量が一番でないのに、 初に表示した違反で原材料

表示の順番違反である。 
中毒事故の中国産冷凍餃子には「中国産」と表示義務があり、表示されていて表示義務

違反では無い。食品衛生法違反で有害な農薬残留が重大な違反である。しかもそのうえに

犯罪の疑いがもたれているのである。食品衛生法による輸入加工食品の残留農薬検査は冷

凍ほうれん草など単品は行われていたが、輸入加工食品では大腸菌とか添加物の検査は厳

しく検査されていたが農薬残留検査は行われていなかったのである。やっと横浜・神戸の

両検疫所で 2008 年 2 月 22 日より輸入加工食品の農薬検査が始まった。 
 表２－３の 20 品目に含まれない表示義務のない主なものは次のような原料である。 
 果実・野菜飲料・みそ・しょうゆ・ハム類・ベーコン・小麦粉・うどん・パン類・そば・

煎餅・大豆油・調理冷凍食品・弁当などである。 
 20 品目の表示する主なものは表２－３に示すように乾燥椎茸、ゆでたけのこ、緑茶類、

たれ漬け牛・豚肉、昆布類、塩蔵魚介類、蒸したこ、衣をつけたフライ用魚類等である。 
 輸入原料を使用した開きあじ・うなぎ蒲焼の表示を図２－１a・図２－１b に示す。水産

物の場合には原産国名に水域名も表示できる。 
 
図２－１a 開きあじの表示の一例 
名称 あじの開き

原材料名 真あじ、食塩

原料原産地名 ドーバー産

内容量 1尾

消費期限 平成20年5月30日

保存方法 10℃以下で保存

製造者 ○○会社　―県‐市---  
出所：山田作成 

図２－１b うなぎ蒲焼の表示の一例 

名称　うなぎ蒲焼

原材料　うなぎ（中国産）　醤油　砂糖　果糖ブドウ糖液糖

発酵調味料　水飴　澱粉　うなぎエキス　酒精　調味料（

アミノ酸等）　着色料（カラメル　アトナー）　増粘多糖類（

大豆　小麦由来材料含む）

消費期限

保存方法

製造者  
出所：山田作成 
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表２－３ 20 食品群と４品目の原材料 

 

出所：JAS 法 

 
 表２－４は JAS 法と食品衛生法の加工食品の表示義務事項の規定である。Ⅰの部は JAS
法の規定事項でⅢの部は食品衛生法の規定事項でⅡの部は両法律共通の規定事項である。

JAS 法の趣旨は消費者が商品を選択するに当たって参考にするためである。食品衛生法の
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趣旨は飲食して、身体への危害を防ぐためのもので衛生上から表示義務事項を規定してあ

る。 
 
表２－４ JAS 法と食品衛生法の義務表示項目 

Ⅰ Ⅱ Ⅲ
JAS法 JAS法・食品 食品衛生法
消費者の 衛生法ともに 衛生上の

選択資料のため 表示事項 危害防止のため

原料原産地 名称 アレルギー物質

原材料名 製造者名 ～等

原産国 賞味（消費）期限

内容量 遺伝子組換え

～等 保存方法

添加物

～等  
出所：山田作成 

  

 法的規制は以上のようである。加工食品の多くは国産・輸入品ともに原材料の産地義務

はない。中国製冷凍餃子の中毒事件より、一層消費者の食品表示の関心は高まっている。

しかし、今のところ農水省は JAS 法の制度見直しには慎重である。当面消費者の食品表示

への関心に応じるために食品産業団体に原料原産地の自主的表示を呼びかける通知を出し

ている。 
 農林水産省は 2008 年 3 月 19 日付け 6）で「加工食品の原料原産地表示の推奨について」

の通知を食品製造業・中食産業・食品小売業・外食産業関係団体に通知をだした。 
 それは「法的表示に加えて原料原産地にかんする情報についても主体的に商品等への表

示やホームページ等により、積極的に提供することが求められています。----- 加工食品を

消費者等に提供・販売するに際し、原料原産地について商品・ポップ等への表示、ホーム

ページ、お客様相談窓口の対応等により積極的に情報提供する取組を促進していただきま

すよう、よろしくお願い申しあげます。」という文面である。 
 表示の方法については手引きで自主的に情報提供の方法、留意点などを Q&A の形式で添

付している。 
 表２－５、図２－2、図２－３は農水省の推奨表示の一例である。 
 
表２－５ 原産地が 1 ｶ国と複数の場合 

原産地1ｶ国の場合 原産地複数国の場合
春巻国産豚肉100％の場合 春巻カナダ産６０％、米国40％の場合

表示 表示

豚肉は100％国産豚を使用 春巻の使用豚肉はカナダ産60％、

しております 米国産40％です  
出所：農林水産省 http://maff.go.jp/j/press/syouan/hyoji/080319.html 
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図２－2 原材料の原産地自主表示の例 

 
出所：農林水産省 http://maff.go.jp/j/press/syouan/hyoji/080319.html 

 
 味の素の冷凍餃子などに 2008年 2月末から業界に先駆けて原材料の原産地表示をインタ

ーネットで原材料の原産地を公開している。生産にあたり原料の原産地が変わるために「ぎ

ょうざ」のキャベツの原産地の表示に「国産又は中国」と表示してあった。農水省は図２

－３に推奨している通り原料の原産地が複数の場合外国品であれば「米国又はカナダ」は

認められるが「国産又は中国」等「国産又は～」の表示は認められないと農水省は指摘を

している。国産原料の方が一般的にイメージが良い点を重視し、消費者に誤解を与えるよ

うな表示は不適正としている。7） 
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図２－３ 原材料原産地の自主表示で国産又は外国産の場合 

 
出所：農林水産省 http://maff.go.jp/j/press/syouan/hyoji/080319.html 

  
 東京都は餃子中毒事件をきっかけに食の安全確保のため国産の「調理済み冷凍食品」に

ついて製造業者に原材料の原産地表示を今夏にも義務化したい意向である。外国産の商品

については原産国を確認するのが困難なため原産地表示義務は見送っている。導入までに

は半年から 1 年間の経過措置を設け、罰則はないが、違反したり、虚偽の表示をしたりに

対しては是正勧告を出すなど企業名を公表することを検討している模様である。 
 実施されれば東京都内に限らず全国的に影響は広がるであろう。また、「国に対して食品

の原料原産地表示について抜本的に取り組むよう働きかけていくべきだ」としている。 
 表示は重量の割合で 5％以上を占める原材料の内、上位三つの原産国の表示を義務付けて

いる。重量割合は表示義務は無く、上位重量割合の多い順に表示をする。 
 「青じそ餃子」等商品名の冠に付けたものは、重量割合に関係なく表示をしなければな

らないとしている。この場合「青じそ」の原産地表示が義務化される。 
 容器表示が原則であるが、ホームページや電話での対応も認める方針である。8) 
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図２－４は東京都の考えている基本的な考え方である。 
図２－４ 東京都の国産調理済み冷凍食品の原材料原産地の表示義務化の考え方 

 
出所：東京都 http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/ 

 

食料自給率（カロリーベース）39％の我が国は世界中からの輸入食品で今の食生活を維

持している。世界的な食料品価格の高騰にも関わらず食料品を外国に依存している現状が

変化するとは考えられない。食の安全を求める消費者は原材料についての情報公開をより

求めている。このような消費者の要望に応えるため米国産牛肉の BSE 事件、中国産冷凍餃

子中毒事件をきっかけに加工食品の原材料原産国等の情報を公開している企業が増えてい

る。 

生鮮食品では牛肉、野菜などトレーサビリテｲ－（生産者・生産地・飼育状況・肥料・農

薬等の履歴を管理及び伝達の公開）による商品も見られる。２次元コード（図２－５）に

より生産地・生産者・生産状況などを公開して、消費者へ安全度を訴える商品も多くはな
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いが店頭に見られる。勿論自己のホームページに原料原産地を公開している製造業者も増

えつつあるようである。 

 

図２－５ ２次元コ－ドの例 

 

出所：（株）ファームネットジャパン 

 

一方海外に商品を製造依頼している製造業者には加工食品の原材料の詳しい情報を掴ん

でない場合は少なくないと思われる。 

原材料の原産地表示はいくらか消費者に公開されてきているが、多くの食料を海外に依

存している我が国の現状から消費者が満足できるようになるには大きな壁がある。しかも

この表示規定は包装加工食品にのみ適用され、対面秤売り販売、店内での加工されている

加工調理食品には表示義務は無いのである。販売員に直接消費者は問い合わせが可能であ

り、回答を得られるから、義務化をしてない理由である。小売業の営業時間が 24 時間とか

延長されている現状からすると、営業時間中問い合わせに回答が得られるかは、はなはだ

疑問である。勿論自主的に表示をしている場合が多くみられるのは消費者本意にたってい

て歓迎されることである。 

外食での原材料原産地表示について、農水省は 2005 年 7 月に「外食における原産地表示

に関するガイドライン」を策定している。積極的に表示するように求めているが、法的義

務は無い。まだまだ外食産業界では多くないのが現状である。9） 

 

Ⅲ 添加物の表示 

図３－１は即席中華めんの表示である。主原材料の小麦の他に 33 種類の物質表示がして

ある。すべてが添加物ではないが多くは添加物の表示である。食品添加物とはなんなので

あろうか。古くは人口甘味料（たくあん・魚缶詰等に使用されていた）のチクロ、2004 年

には天然添加物の着色料アカネ色素が発がん性が認められて使用禁止になっている。使用

許可されている添加物は人体への安全性は保証されているのであろうか。 
製造過程に必要なもの、見た目に美味しそうな着色、口当たりのよさ、味付け用の調味

料、長持ちに効果のあるもの、香りを強調するもの等加工食品では昔から家庭料理でも使
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われていた。 初は天然物質を使用していたが、科学が進歩するにつれ人工的なものも一

般に普及して使用され、加工食品の大量工場製造が一般的になり、ますます添加物は増え

より楽しい食生活を生み出したが一方では健康への安全性が課題となり、添加物の規制と

消費者への表示（食品衛生法・JAS 法）が規定されている。 
 

図３－１ 即席中華めんの表示例 
 現在 800 以上の添加物が許可されている。食品衛生

法では「人の健康を損なうおそれがない」のが許可す

る前提となっている。 
 その判断は内閣府食品安全委員会の添加物専門調

査会で、構成委員は医学、薬学などの専門家である。 
 ラットや犬を使って動物実験。１年間など長期間与

え、体に害があるか、発がん性や遺伝子、うまれてく

る子への影響がないかも調べる。それから人が食べて

も安全な量を算出する。この基になるのが「無毒性量」

といわれている。動物実験で、害が見られなかった量

のことで、体重 1 ｷﾛあたりのミリ㌘で示す。この数値

の 100 分の 1 が、人が一生、毎日たべ続けても安全と

考えられる 1 日あたりの摂取量（ADI・Acceptable Ｄ
aily Intake）として設定されるのが基本。これを基に

して食品ごとの使用基準がさだめられている（図３－

２）。 
出所：明星食品 

 

図３－２ 添加物の使用基準のさだめ方 
これらの調査された添加物の安全性は 100％
とかいうと、「現在の科学研究条件において安

全、ということ」で将来ともに安全であると

はいえないのである。10） 

 食品ごとに使用基準が定められているが、

多くの加工食品を日常的に食べていれば複合

的に添加物を摂取している。このことについ

て安全性は保たれているのであろうか。 
 厚生労働省の調査によるとADIを超えてい

たのは硝酸塩だけだった。硝酸塩は野菜など 
 

出所：朝日新聞 2007 年４月 18 付け 
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生鮮食品に含まれているもので、添加物からの摂取量は僅かであった報告されている。11） 

 調査では年齢別の摂取量の差があることも判明した。若い人はガムなどに含まれるキシ

リト－ル、成人・高齢者は漬物等に含まれるサッカリンナトリウムを多く取っている。特

定年齢層で摂取量が大きい添加物や複合添加物による健康障害の調査はこれからで、今後

の実験、調査を待たなければならない。12） 

食品添加物の安全性は 100％安全であるということは天然添加物であろうと、人工的な添

加物であろうと有り得ないといわれている。人間にとって必要な塩にしても過食は健康に

障害をもたらす。消費者は自分の取りすぎであろう添加物を認識し、過摂取を避ける知恵

を持つことは賢明である。一方長い年月を掛けて使用されて食の楽しみの幅を持たせてく

れている添加物をむやみに回避することにも疑問が残る。 
国際的には日本では認められているが外国では認められていない添加物、逆に外国では

認められているが日本では認められていない添加物があり、地球規模の商品流通が発展し

ている原状の中で混乱が見られてもいる。日本で認められていない添加物使用の加工食品

での輸入禁止は時には非関税障害と非難される場合もある。WHO などでより一層の調整が

望まれる。 
図３－１の表示のなかで「蛋白加水分解物」「魚介・ポーク・チキンエキス」は食品衛生

上の添加物ではないのである。作用は調味料アミノ酸等と同じく「蛋白加水分解物」「魚類・

畜産物のエキス」とも食品の味を調え向上するものであるが、表示義務は無いのである。

アミノ酸等の調味料を使用しなくて「蛋白加水分解質」「魚類・畜産エキス」でのみで味の

調整をしてある加工食品は「調味料無添加」と表示が出来るのである。13） 

このように法律上の添加物（表示義務あり）と表示義務ない添加物的素材は増加傾向で

あり、「安全」「危険」と複雑で消費者は添加物について食品の表示だけでは「食の安全」

が守られているとは言えないのが現状である。消費者は不安があれば製造業者に積極的に

問い合わせる習慣を身に着けることが賢明な食生活に必要だと思う。 
「食品添加物」という言葉は、1947 年に制定された食品衛生法によって初めて使われた。 

食品衛生法第４条第 2 項で「添加物とは、食品の製造の過程において又は食品の加工若し

くは保存の目的で、食品に添加、混和、浸潤その他の方法によって使用するものをいう。」

としている。 
 
 食品添加物の役割と食品衛生法上の分類 
◆食品の製造や加工のために必要な製造用材 
◆食品の風味や外観をよくするための甘味料、着色料、香料 

◆食品の保存性をよくするための保存料、酸化防止剤 

◆食品の栄養成分を強化する栄養強化剤 

で 2007 年 12 月 28 日現在、①指定されている添加物 370 品目、②既存添加物名簿に 418 品

目、③天然香料 612 品目である。④その他食品として飲食されているもので添加物として

使用されているもの、例えばオレンジ果汁を着色に使用するなど。 

①指定添加物とは健康をそこなわないとものと判断され厚生労働大臣が指定したもの。 
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②既存添加物とは天然もので長い間添加物として使用されてきたことから健康に害がない

と考えられているもの、カラメル色素・くちなし・かき色素・わさび抽出物・金銀箔・

うこん・かに・おきあみ色素等。 

③天然香料とは動植物からえられたもので食品に香りつけするもの、くちなし・くり・サ

フラン・甘茶・小豆等。 

④一般飲食物添加物とは飲食物であるが添加物と使用するもの、赤キャベツ・うこん・い

かすみ・ココア・野菜果実汁等。 

 

 添加物の使用目的による分類と表示方法 

食品の製造や加工のために必要なもの 

 酵素（アミラーゼ）・ろ過助剤（ビールの活性炭）・油脂溶出剤（油製造中のヘキサン）・

消泡剤（シリコ－ン樹脂）・PH 調整剤（クエン酸） 

食品の風味や外観をよくするためのもの 

 味をよくするもの   甘味料・調味料・酸味料・苦味料 

 色をよくするもの   着色料・発色剤（亜硝酸 Na）・漂白剤(二酸化硫黄)・光沢剤(パ

ラフインワックス) 

 食感をよくするもの  乳化剤（グリセリン脂肪酸エステル）・増粘剤（ペクチン・グｱ

―ガム） 

 香りつけ       香料 

 保存・食中毒防止   保存料（ソルビン酸カリウム）・酸化防止剤・殺菌剤（次亜塩素

酸ナトリウム・防かび剤（ジフェニル） 

 栄養成分の強化    ビタミン・ミネラル・アミノ酸類 

 

 主な添加物は 

（1）甘味料 

（2）着色料 

（3）保存料 

（4）増粘剤、糊料 

（5）酸化防止剤 

（6）発色剤 

（7）漂白剤 

（8）防かび剤 

（9）乳化剤 

（10）膨張剤 

（11）調味料 

（12）酸味料 

（13）苦味料 

（14）光沢剤 
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（15）ガムベース 

（16）栄養強化剤 

（17）製造用剤等 

（18）香料 

以上である。 

 

 添加物表示の原則（食品衛生法と JAS 法による）は物質名で表示をしなければならない。

加工助剤、キャリーオーバーは除かれる。順番は重量の多い順である。（1）から（8）の添

加物に関しては用途名を併記するよう規定されている、例えば酸化防止剤（ビタミン C）・

発色剤（亜硝酸 Na）等。また、使用目的を表す「一括名」（図３－１）で表示することも許

されている。 

 

表３－１ 一括名で表示可能な場合 

一括名で表示可能添加物 表示例と使用目的
1 イ－ストフ－ド イ－ストの栄養源、塩化アンモニウムほか

2 ガムベース チュウインガムの素材、エステルガムほか

3 かんすい 中華麺用、炭酸カリウム、炭酸ナトリウム

4 苦味料 カフェイン、ポップ抽出物ほか

5 酵素 触媒、アガラーゼ、アクチニジンほか

6 光沢剤 表面保護、オウリキュウリロウほか

7 香料又は合成香料 アセト酢酸エチル、天然香料ほか

8 酸味料 アジピン酸、クエン酸ほか

9 軟化材（チュウインガム軟化材） グリセリン、ソルビトールほか

10 調味料 アミノ酸、クエン酸カルシュムほか

11 豆腐用凝固剤、又は凝固剤 塩化カルシウム、塩化マグネシウムほか

12 乳化剤 グリセリン脂肪酸エステルほか

13 ph調整剤 アジピン酸、クエン酸ほか

14 膨張剤、ふくらし粉 アジピン酸、クエン酸、塩化アンモニウムほか 

出所：食品衛生法施行規則別表第 8関係 

 

 加工助剤（油脂製造時のヘキサン、ビールの原料水の炭酸マグネシウム、豆腐製造中の

大豆汁の消泡剤のシリコ－ン樹脂など）とキャリーオーバーは表示の義務は無い。キャリ

ーオーバーとは食品の原材料の製造、加工時に使用され、 終食品には効果を発揮しない

程度の量しか残っていない場合には表示義務は無い。例えば保存料入り醤油で煎餅の味付

けした場合はキャリーオーバーとなり表示の義務はない。発色剤が添加されているハムの

サラダはハムそのものが原型をとめているのでキャリーオーバーとはならない。14） 

 添加物表示（食品衛生法・JAS 法）には「一括表示」、「加工助剤」、「キャリーオーバー」

の各物質名の表示は免除されている。消費者の安全を考えるとすべて表示すべきだとの批

判がある。また、添加物の効用ある「添加物素材（肉の柔軟材・炒め物感がでる素材・麺

類の食感向上の蛋白素材等）」が 近食品製造業界に排出している。これら素材は表示義務

が無い。法律上添加物ではないのである。添加物として「一般飲食物添加物」の表示義務

を課しているのであるから、この当たり至急改善される必要があるのではないかと思う。 
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表３－２ １日３食分の添加物の種類と数の調査  

  
出所：さだこの浅漬工房 http://www.sadako.jp/tennkabutu.html 

 

図３－２は「さだこの浅漬工房」（和歌山・屋形町）が調べたある日の１日の食事中の添 

加物の種類と数である。累計で 90 あまりの添加物を摂取したことになっている。 

 このような資料により添加物の日常的な大量摂取で健康に悪影響があるのではないかと 

警告している。その警告では食品添加物の課題は表示に関しても含めて次のようなものと 

している。15) 

 

◆表示の免除 

 ①加工助剤・キャリーオーバーの表示免除 

 ②対面販売、秤売り・ばら売り、店内製造ひん惣菜など 

◆まぎらわしい・わかりづらい表示 

 ①一括表示の容認 

 ②添加物の使用目的をすべてに表示義務をしていない 

◆規制緩和 

 ①流通のグローバル化にともない添加物の緩和傾向がある、調査不十分での認可 

◆安全性の調査が不十分 

 ①複合毒性の調査が不備 
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 ②調査が成人男性を基準としている、女性・幼児・子ども・老齢者に適正であるか疑問 

 ③天然添加物の調査が遅れている 

 

 これらの課題について、表示免除・わかり難い表示は規定を改正するように政府に働き 

かけて、改定を促していく必要がある。また、不明な添加物については業者に問い合わせ 

をして知識を高め、業者には表示義務がなくても表示をするようにすることが消費者自身 

の安全性を守ることになるであろう。現在でも表示義務の無い添加物の表示をしている業 

者も少なくない。 

 添加物の毒性に関しては 1995 年の食品衛生法改正でその時点での天然添加物を既存添加 

物として認め、その後に認めるものは天然であっても合成添加物と同じような安全性試験 

を義務付けている。既存天然添加物の安全に関しての見直し状況は図３－３に示す。489 品 

目のうち 251 品目については安全性評価済みである。引き続き試験を行っている。 

 

図３－３ 既存天然添加物の安全見直し状況（2007 年 7 月現在） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

出所：（財）日本食品化学研究振興財団 http://ffcr/or/jp/zaidan/MHWinfo.nst/ 

 

 安全性の評価済みは 251 品目、安全性情報を収集中は 43 品目、安全と考えられ、早急に 

検討する必要ないは 124 品目で削除された添加物は 71 品目である。その内 1品目は「アカ 

ネ色素」は安全性に問題あるとして削除、70 品目は流通の実態がないとされ削除された。 

現在既存添加物は 418 品目である。43 品目については現在時点では安全性の評価はない。 

早急な調査が待たれる。 

 複数の添加物を摂取していることによる健康への影響について内閣府食品安全委員会は 

2006年度に「食品添加物の複合影響に関する情報収集調査」を行った。16）それによると「個々 

の添加物として評価されている影響を超えた複合的な影響が出ている事例は見出されず、 

日常摂取している範囲内では、添加物を複合していることによる健康影響が実際に起こる 

可能性は極めて低い」と結論付けている。 

 また、厚生労働省では個々の添加物の 1日の摂取量の調査を行っていて、その結果、「1 

71
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削除 早急に検討必要なし 情報収集中 安全評価
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251

削除 早急に検討必要なし 情報収集中 安全評価
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日摂取許容量（ADI）と比較すると、かなり少ない」としている。従って ADI も適切な安全 

係数をとっている、摂取量が ADI より下回っていることから、現時点では問題はないとし 

ている。 

 英国でベンゼン（発がん物質）含有の清涼飲料水（複合添加物の化学反応により発生） 

を飲ませた子どもと、飲ませていないグループと比べると「多動」の傾向があるとの研究 

報告があった。 

市販製品でベンゼン 10ppb を超えたものは自主回収された。日本においては食品中のベ 

ンゼンにかんする基準値はないので水道法の基準値 10ppb を超える清涼飲料水製品を自主 

回収が行われた例がある。 

 この英国での報告が日本での食生活でそのままあてはまるかは疑問があるとのことであ

る。 

 添加物の影響はヒトを対象としたものであるから、易々と実験調査も出来にくい。国際

的にも、複合影響の評価方法は確立されていない。添加物の組み合わせは無数である。影

響を示す資料報告が出ればそのつど検証するしかなく、後追いが現実である。 

 2007 年 10 月に山形県で「添加物に感じる不安の理由」を問うアンケートによると（図３

－４）「安全性」が 41.48％と も多かった。17） 

 

図３－４ 食品添加物に感じる不安の理由（複数回答）(単位：％) 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
出所：朝日新聞 2007 年１１月８日付け 

 
 消費者は添加物にたいしても安全性に不安がある。食品添加物は人類が太古からよりよ

い食生活のために長い間経験の積み重ねをして作り上げた食文化でもある。それが加工食

品の大量生産・工場生産による遠距離輸送の流通などが、添加物の発達を促した。それが

我々の食生活を豊かなものにもし、安全性に不安を抱かせているのも事実である。 
 今の加工食品利用の食生活では添加物とは縁は切れない。しからば我々は恐れず、嫌わ

ず添加物と向き合うのが賢明だと思われる。向き合う方法・態度のポイントをまとめてみ

41.48

24.21

22.68

10.93 0.70

安全性 不適正な使用 無許可添加物の使用 使用か不使用か不明 なんとまく
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た。 
 
◆添加物に疑問を持ち添加物の知識を高める 

◆特定のメーカーや加工食品を偏って食べない 

 

 知識を高めることは昨今ではかなり環境が良くなっている。メーカーのホームページ、

電話による相談室・雑誌等書籍・県、国の関係部署のホームページ等いろいろ問い合わせ 

や、相談できる環境は整備されている。消費者の添加物への関心が高まれば業者の添加物

のみならず商品表示の内容・範囲は広がりより広範囲な加工商品の情報が公開され、消費

者は安全性がより確保される可能性がおおきくなる。メーカーはより添加物使用を減らす

ことにより加工食品の品質と安全性の向上に寄与する可能性があると思われる。 
 

Ⅳ その他の表示 

Ⅳ－１ アレルギー物質と遺伝子組み換えの表示 
 アレルギー物質の表示は食品衛生法で定められて2002年４月より表示制度がスタートし

た。図３－１の即席中華めんの原材料名の 後の所に（原材料の一部に乳成分、えび、さ

ば、ゼラチン、たまご、さけを含む）と表示がある。これがアレルギー物質の表示である。 
 近年、乳幼児から成人まで、特定の食物を食べることによりアレルギー症状を起こす人

が増加し、場合によっては死に至る例も見られる。そのために、食品中のアレルゲン（ア

レルギーを起こす抗原物質）にかんする正確な情報の提供公開が必要である。 
◆必ず表示されるもの（表示義務品目）7 品目 
 えび・かに・小麦・そば・卵・乳・落花生 
◆表示するように推奨品目 18 品目 

 あわび・いか・いくら・オレンジ・キウイフルーツ・牛肉・くるみ・さけ・さば・大豆・

鶏肉・バナナ・豚肉・まつたけ・もも・やまいも・りんご・ゼラチン 
以上２５品目である。 
 2008 年５月 27 日付け読売新聞によると、JR 西日本の関連会社「ジｴイアール西日本フ

ードサービスネット」が乳製品を含む弁当 2 種類 50,254 個を、表示をせず販売したと報じ

ている。健康被害はその時点では報告されていない。印刷時のデータ入力ミスとのこと。 
 
 図４－１－１はイオン株式会社の「乳の成分」検出のお知らせ広告である。 
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図４－１－１ イオン(株)の回収広告 
プライベート商品濃縮還元アップル

ジュース 100％に「乳の成分」が検

出されたので商品回収のお知らせ広

告である。被害の状況は不明である。 

出所：朝日新聞 2008 年７月２日 

  
 厚生労働省の調査によると 2001,2002 年の２年間で 3,840 例が食物アレルギーと診断さ

れている。６歳までの患者が 77.7％を占めている。その内訳は図４－１－2、表４－１－1
である。 
 
図４－１－2 食物アレルギーの実態 （単位：％） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
出所：厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/02/s0225-2a.html 
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表４－１－１ 原因抗原上位 5 品目 

原因食物 例数 ％
鶏卵 1471 38.3
乳製品 610 15.9
小麦 309 8.0
果物類 223 5.8
そば 178 4.6  
出所：厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/02/s0225-2a.html 

   
 多くの加工製品の表示は義務品目は勿論、推奨表示品目も表示されている。食品アレル

ギー症状の出る人には助かっている。表示の方法は品目の表示を羅列するだけでよい。し

かしもう一歩「アレルギーを起こす可能性がある」との警告表示がより消費者保護には望

ましい。 
 また、他の表示と同じく①店頭での秤売りの惣菜・パンなど表示義務免除②注文して作

る弁当③包装加工食品でも容器包装が 30 ㎠以下の小さなものは表示義務免除されている。 
アレルギー症状はすぐあらわれる場合が多いと思われるので、このような表示免除が許さ

れていいのであろうか疑問である。 
 豆腐や納豆に「遺伝子組み換え大豆は使用しておりません」との表示がよくみられる。

遺伝子組み換え原料使用の加工食品（酒類も含む）は遺伝子組み換え使用と表示しなけれ

ばならない。 
 6 農産物と 30 の加工食品について遺伝子組み換え農作物を使用することが認められてい

る。 
 大豆（枝豆・大豆もやし含む）、とうもろこし、じゃがいも、なたね、てんさい、綿の 6
農産物である。これらの農産物を主原料と使用した 30 の加工食品である。 
 遺伝子組み換え原料を使用していても表示義務が免除される場合がある。①輸入原料は

5％までの混入は表示義務無し。②組み換え遺伝子が検出できない場合。加工工程で組み換

え遺伝子や、そこから生じるたんぱく質が検出出来なくなる加工食品。醤油・大豆油・コ

ーンフレーク・水あめ・液糖・コーン油・なたね油・綿実油等である。③含まれている量

が極めて少ない場合。遺伝子組み換え表示が義務付けられる加工食品は、遺伝子組み換え

原料が原材料中の重量で上位 3 位までに入って、且つ重量が 5％以上である場合に表示義務

がある。これ以下の場合は表示義務が無いのである。④対面販売・店内製造惣菜、パン等・

外食でのメニュウは原材料の表示はおこなわれないので、遺伝子組み換え表示は義務化さ

れていない。 
 遺伝子組み換え原材料が使われているかどうかは「遺伝子組み換え農作物を使用されて

いない」との表示ある以外の加工食品は使用されている可能性は高いと考えられる。 
 このように遺伝子組み換え原材料使用の有無の表示はあいまいである。日本国内での遺

伝子組み換え農作物の栽培は禁止されているので国産原材料 100％の加工食品は遺伝子組

み換え原材料は使われていない。18） 
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 遺伝子組み換え農作物は「除草剤に強い」「特定の殺虫成分をもつ」など農産物栽培に雑

草や害虫などに強い遺伝子を持った農作物を栽培することにより、コストの低減、量産に

寄与するのである。問題は既存の農作物と同じように人体に有害でないとの評価が可能か

どうかなのである。この評価はまだ世界的に議論のある所である。2007 年現在組み換え農

作物はアメリカ・アルゼンチン・ブラジル・カナダ・インド・中国・パラグアイ・南アフリ

カ・ウルグアイ・フｲリピン・オーストラリア・スペイン・メキシコ・その他等々23 ｹ国である。特に大

豆・とうもろこし・綿・なたね等が遺伝子組み換え農作物として耕作されている。19）  
 日本は食品原材料を世界各地から輸入している、輸入とうもろこしを飼料にしている畜

肉には影響はないのであろうか。遺伝子組み換え農産物と不使用農産物の耕作区分管理・

遺伝子組み換え農産物とそうでない農産物の区分保存管理は充分なのだろうか。  
穀物の世界的規模での高騰している現在、生産国では遺伝子組み換え食物栽培は人気で

あり、 大輸出国である米国では遺伝子組み換えの大豆・とうもろこしに転換する生産者

が多く、日本の業者が 10～20％のプレミアムを付けての契約栽培もままならなのが現状で

あるとのこと。米国の今年のとうもろこし非遺伝子組み換えのさくづけは 27％、大豆にい

いたっては 7％である。みそ・醤油の我が国消費量年約 100 万トンの内 80 万トンが米国か

らである。来年度の非遺伝子組み換え大豆の必要量が確保できるかどうか非常に困難であ

るとされている。20） 

これらを考慮すると現在認識なく我々は遺伝子組み換え食物を食べている可能性は高い

のである。「不使用」の表示されていない加工食品は遺伝子組み換え原材料が混入されてい

ると考えても過言ではなさそうだ。そいう意味では表示の方法が曖昧なのは気にかかる。 
  
Ⅳ―２ 有機栽培・JAS マーク・まぎらわしい強調表示 
図４－２－１ JAS マークの例 

 

出所：山田作成 
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図４－２－２ 有機 JAS マーク 

 
出所：宮崎絵美子「表示のからくり」彩図社 2007 年 p.141 

  
 図４－２－１は農林物質（商品）が JAS 規格の基準を達されている商品に表示が出来る。

任意であるから JAS マークがなくても流通には問題はない。2000 年７月現在 JAS 規格製

品は飲食料品及び油脂で 297 規格、水産物 14 規格、林産物（合板など）39 規格、農産物 3
規格がある。JAS 規格のうち、特別な製造方法について JAS 基準を超える特別 JAS マーク

がある。規格は９規格ある。対象は熟成ハム類・熟成ソーセージ・熟成ベーコン・地鶏肉・

手延べ干しめん・生産情報公表牛肉・生産情報公表豚肉などである。 
 これら表示商品は JAS 規格にのっとっていて一定の基準を保っていることの表示である。

その意味では安心でもある商品で商品選択に役立つと言ってよい。同じ JAS マークの商品

でも商品によっては具の割合により上級・標準（即席めんなど）、ソーセージ類には特級・

上級・標準など使用材料により区分しているものもある。 
 図４－２－２は有機食品の表示である。図に内容が記載されている。JAS 規格に順じた

農産物に登録認定機関が検査し、認定された事業者のみが有機 JAS マークを商品に貼るこ

とが出来る。輸入商品も同じく認定されなければならない。紛らわしい表示は法律で禁止

されて、違反者には罰則が科せられる。有機であるか否かはこのマークで選別できる。 
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 有機農産物とは JAS 制度では 
 ①種まき、定植の前２年以上化学合成農薬や化学肥料を使用しない田畑で栽培されるこ   
 と 

 ②栽培期間中も化学合成農薬や化学肥料を使用しないこと 
 ③遺伝子組み換え技術を使用しないこと 
と基準を設け生産者は有機 JAS の認証を受け、毎年 1 回検査を受けねばならない。 
 「有機野菜」・「有機栽培米」・「ばれいしょ（有機農産物）」・「人参（オーガニック）」な

どである。 
 有機畜産物とは 
 有機飼料を食べさせ、動物用医薬品特に抗生物質を与えてない家畜・家禽で認証を受け

ている畜産物である・「有機牛・豚・鳥」などである。 
 有機加工食品とは 
 有機農産物・有機畜産物・有機加工食品などを 95％以上を原料として農薬に侵されない

と認定を受けた工場で製造された加工食品である。「有機納豆」・「有機豆腐」などである。  
 「甘さひかえめ」・「新鮮・天然」・「朝採り」・「カロリーオフ」など農水産物や加工食品

に表示されているのが多く見られる。消費者はつい表示に誘われ買っている場合が多いの

ではないだろうか。これらの表示の意味と消費者の認識にはかなり溝があるようで、消費

者に誤解を与えている。消費者はもっとこれらの表示に疑問を持つべきではないだろうか。 
 栄養表示基準制度（健康増進法）によるとカロリーや栄養成分に関して表示する時は「カ

ロリー、蛋白質、脂質、ナトリウム、表示栄養成分」を表示しなければなりません。図４

－２－３を参照。この制度には栄養成分（カロリー、食物繊維、カルシウム、鉄、各種ビ

タミン類など）の基準値が設けられている。表４－２－１に示す。塩分の表示義務はなく

ナトリウムの表示が義務化されている。表示ナトリウムの 2.5 倍が塩分の量である。例えば

図４－２－４でのナトリウム 306 ㎎は 306×2.5＝765 ㎎となり 0.765ｇの塩分含有量とな

る。 

図４－２－３ 栄養表示基準の概容

 

出所：東京都 http://fukushihoken.metoro.tokyo.jp/anzen/hoei-016/hoei-016.html 
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図４－２－４塩分表示 

 
出所：山田作成 

 

表４－２－１ 食品の表示基準 

表４－２－１に示すように栄養成分

が基準の範囲であれば「ノン・・・」、

「無・・・」「・・・ゼロ」などと表

示が可能なのである。「甘み控え

め」・「砂糖不使用」などの表示はな

んと、法律的に何らの基準も無く、

企業側のサイドで表示が可能なので

ある。控えめとはどのくらいなのか 

出所：日本経済新聞 2004 年 10 月 4 日          不使用とは砂糖であって他の甘味料は 

使用しているかどうかは不明なのである。 

 「ゼロ市場」は炭酸飲料、スポーツ飲料、コーヒ飲料、発泡酒など次々市場に発売され、

健康志向の波にのり売れ行きは順調のようである。表４－２－２は 近の主な発売商品で

ある。 

 

表４－２－２ 主な「ゼロ」商品     図４－２－５ 等質と糖類のちがい

 

出所：読売新聞 2008 年６月 24 日付け            出所：読売新聞 2008 年６月 24 日付け 

表　　　示 食品100ｇ（ｍｌ）あたり含有量
ノン・カロリ－・カロリーゼロ 熱量5kcal未満

カロリ－控えめ・カロリーオフ 熱量40（飲料は20）kcal未満

無脂肪 脂質0.5g未満

低脂肪 脂質3（飲料1.5）g以下

ノンコレステロ-ル コレステロール5mg未満

低コレステロール コレステロール20（飲料10）mg以下

無糖・ノンシュガー 糖類0.5g未満

低糖・糖分控えめ 糖類5（飲料2.5）g以下

無塩 ナトリウム5mg未満

減塩・塩分控えめ ナトリウム120mg以下
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 図４－２－５は糖類と糖質の違いの図である。砂糖などの糖質を使用しなければ「糖類ゼ

ロ」と表示ができるのである。このように消費者が誤解する様な表示が野放しになってい

る。この辺について、厚生労働省は改正の意思はないようである。「ゼロ商品」はゼロでな

いことに留意すべきである。 

 大げさな表示や曖昧な表示から消費者を保護するために景品表示法に基づく業界のガイ

ドラインとして、公正取引委員会と業界団体が協議し、消費者団体などの意見を聞いて決

定する「表示規約」がる。 

 規約では①特有な用語を商品名に冠したり、原材料を強調したりする場合の基準②客観

的な根拠に基づかない「特選」表示など実際より優良と誤認される恐れがある表示の禁止

などである。 

 ドレッシング類の業界での表示ルールでは「合理的根拠を示さない表示はしない」例えば

「新鮮」・「しぼりたて」・「天然」などを強調するなら理由を明示できるようにする。原材

料でも「ゴマたっぷり」、「黒酢たっぷり」などの表示は何と比べてなのかの根拠を必要と

している。「手作り」の表示はすべての製造過程で手作業の場合だけに限定。2009 年春に実

施する。 

 しょうゆのルールでは「手造り」の表示ではもろみを混ぜるのが手作業であることに限

定している。「長期熟成」は本醸造で成熟期間が 1年以上の製品に表示が出来る。「丸大豆」

のしょうゆは丸大豆のみ場合で他の原料使用のしょうゆは大豆の絵・写真も禁止としてい

る。21） 

 公正取引委員会は鶏卵・食塩など、特定表示・特定栄養素・天然・自然・健康など強調表

示が多く見られるのでルール作りを検討しているようである。 

 公正競争規約数 2008 年 1 月末現在表示規約は全体で 68 規約（業界）その内食品関係は

36 規約（業界）、酒類規約は 7規約である。表４－２－3は規約の一覧である。 

 消費者にとっては「ゼロ」「ノン」表示は絶対的な「ゼロ」であり「ノン」である。とこ

ろが表示の規定では絶対的な「ゼロ」ではなく基準以下の商品なのである。「無添加」表示

も同じく何が無添加なのかが曖昧なのである。消費者が誤解しないように「ゼロ」表示は

「ゼロ」であるよう、微少含有の表示をすべきではないかと関係官庁の再考を促したい。 

 「新鮮な魚使用」・「朝採り***」など鮮度を強調している表示がスーパーマーケットでは

多くみられる。新鮮とは朝採りとは何の基準も無いのである。客観的な定義・規制をしよ

うとする気運もみられない。我々消費者はこのようなイメージ先行表示には用心をするこ

とが肝要であると思われる。 
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表４－２－3 表示に関する公正競争規約 

 

出所：公正取引委員会 http://www.jftc..go.jp/keihyo/kiyaku/ichiran.html 
 

Ⅳ－３ 食品の残留農薬（抗生物質・抗菌剤） 
 使用農薬は生鮮食品・加工食品の原料とも表示義務は無い。自主的にホームページ等で

使用農薬名・時期・量などを公開している生産者・製造者はかなりみられるようになって

いる。「無農薬」・「減農薬」・「クリーン農業」等と、表示により安全性をアッピールしてい

るものもよく店頭にみられる。無農薬・有機肥料使用の食品は「有機食品」として JAS 
で定義されて消費者に見分けられるように表示が規制されている。しかし残留農薬は商品

そのものから一般消費者は判断することは不可能である。 
 表示に関しての考察であるここにおいては論旨から外れている項目であるが、中国産冷

凍餃子事件（残留農薬の課題でなく、農薬混入の刑事事件の可能性が大である疑いあり）

など食の安全性に関わる事柄であるから、現在の農薬関連の安全性をおおまかに考察して

みる。 
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 農薬は約 4200 点登録され年間出荷量は 27 万ﾄﾝで 1980 年をピークに減少傾向である。

農薬製造業者が安全性のチェックをして国に登録申請し、国は食物に残留しても健康に影

響がないよう、使い方、量などを決める。ADI（1 日摂取許容量）は毒性が現れない無毒性

量の 100 分 1 としている。このように決めた使用方法・量の基準を守られていれば、人間

の健康を侵す量の農薬は残らないような仕組みである。22） 

 2006 年 5 月 29 日より施行されたポジティブリスト制度で現在の残留農薬は規制されて

いる。図４－３－１は制度の概要である。原則として残留農薬は認めない。残留を認める

もののみリスト表示をするという考え方で厳しく残留農薬を規制していてより安全性を期

しているのである。 
 
図４－３－１ ポジティブリストの概容 

 
出所：宮城県 http://www.pref.miyagi.jp/byogai/ 
 
 日本国として残留基準が設けられていないものは、暫定的に国際基準、農薬取締り基準

などを参考とする。内外ともに基準の無い農薬は一律 0.01ppm 以下としている。この厳し

い基準で色々な課題も指摘されている。 
 例えば毎日新聞 2007 年 3 月 21 日付けによると、「国民生活センターの商品テストで高麗

ニンジンの健康食品で一律基準の 0.01ppm を上回る量の農薬が検出された。製品は食品衛

生法からいえば直ちに流通禁止である。ところが原料である高麗ニンジンの殺虫剤「BHC」

の基準値は 2ppm であるのに、製品は 0.02ppm 検出されたのである。このように原材料の

基準か製品段階での基準か運用において明確でない。」朝日新聞 2007 年 8 月 28 日付けの記

事で、「茨城の涸沼流域のシジミが 6 月から漁の操業を自主的に停止している。シジミから

稲作用の除草剤が 0.04～0.1ppm 検出されたのである。農作物には個別に基準値が設けられ
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ているが魚介類には一律 0.01ppm 以下の基準が適用されるのである。」基準値が設けられて

いるものと、設けられていないものとの複数基準がそれぞれの業界で課題となっている。

シジミについては同じ問題が島根県、鳥取県でも発生している。 
 業者側からは個々の製品について残留農薬基準を設けるよう要望は強い。消費者側から

すると安全性を厳しく評価することは歓迎されることであり、今後の議論が深まることを

期したい。 
 ポジティブリスト制度により残留農薬違反件数は増加した、図４－３－２は違反件数の

推移である、しかし特に輸入製品は日本基準に合わせる輸出体制の整備により 近は減少

傾向である。一方輸出国では食料高騰など世界的な食料危機に際し、日本の厳しい規制を

嫌い製造・飼育・生育の管理費用、自主検査費などの増加により他国向けに輸出を切り替

えている国もある。23） 

 
図４－３－２ 残留農薬１ヶ月平均違反件数 

 
出所：日本経済新聞 2008 年５月 30 日付け 

    

 毎日新聞 2008 年５月 23 日付けに、総務省が厚生労働省・農林水産省に輸入される農畜

産物、食品の水際検査でずさんな事例があるとして改善措置を勧告した記事がでていた。 
残留農薬の検査体制はどうなっているのであろうか。 
  財団法人日本食品化学研究振興財団 24）によると国・自治体等は残留農薬調査を 2 種

類行っている。 
⑴ 食品中の残留農薬調査 
 これは国内で流通している農産物・加工食品中の残留農薬の実態を把握するために、①

各地方自治体の食品衛生監視員による市場等から農産物の抜き取り（収去検査）によるモ

ニタリング検査、②輸入品については検疫所による港や空港に入ってきた段階での輸入品

のモニタリング検査（輸入者は試験結果を待たずに輸入手続が出来る）と命令検査（食品

衛生法違反の蓋然性が高いと判断された食品については輸入業者の費用負担でなされる検

査で、検査中は輸入手続が出来ない）、③輸入品については初回輸入食品、違反品の確認検

査、輸送中での事故が発生した輸入食品の検査を検疫所で実施している。基準を超えて検

出されたら、改善指導・販売出荷停止及び該当ロット回収などの行政処分が行われる。 



 36

 これらの検査は厚生労働省の年間計画が策定され、各機関はそれに基づき検査を行う。

100％の実施は行われていないとして 近総務省から関係各省に改善勧告がおこなわれて

いる。国民の食品安全性に問題意識に欠けている事例である。輸入量が年々増加（図４－

３－）し検査項目の拡大等大変な仕事であるが、せめて計画の 100％検査実施を求めたい。 
⑵ マーケットバスケット調査 
 国民が日常の食事を介して食品に残留する農薬をどの程度摂取しているかを把握するた

めに、平成 3 年度（1991 年）から、国民栄養調査での食品の摂取量に基づいたマーケット

バスケット方式による農薬の一日摂取量調査を行っている。 
 
図４－３－３ 輸入食品の届け件数と輸入時検査の割合 

 
出所：朝日新聞 2008 年２月 7 日付け 

 
これらの結果の概要は例年厚生労働省よりインターネット等を通じて公表されているが 

インターネットで調べた限りでは 2002 年度分までしか公表されていない。 
 インターネットでのホームページによると 2006 年度（ポジティブリスト制度 06 年 5 月

26 日から導入）分の残留農薬検査結果が発表されているのは、宮城県、三重県と秋田市で、

2007 年度分発表は山口県と宮城県のみであった（2008 年 7 月 4 日現在）。いずれも国産・

輸入品の野菜、果物で検査結果はすべて違反なしである（参照図４－３－２）。 
 厚生労働省のトピックス 25)による 2006 年度の輸入食品の国別違反内容・残留農薬を表

４－３－１に、表４－３－２は 2007 年度（４月～９月）の違反状況である。輸入食品の残

留農薬違反件数455件中、中国がしょうが・ウーロン茶・きくらげ・にんにくの茎など38.0％、

エクアドルのカカオ豆 18.2％、ガーナのカカオ豆 17.1％、台湾 7.3％、タイ 5.3％である。

黴菌違反（297 件）も大腸菌など中国が 38.7％次にタイ、ベトナムと続く。添加物違反（263
件）は主に冷凍食品で中国 39.9％、米国 8.4％。残留動物用医薬品（243 件）はえび・うな

ぎなどベトナム 45.9％、中国 27.2％である。その他有害物質違反が 242 件である。年度別

においての違反件数はほぼ変化はみられない。ただ検査実施件数は計画の半分強しか行わ

れていない。この当たり厚生労働省は何ものべてない、計画達成の努力を促したい。 
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表４－３－１ 2006 年度残留農薬・微生黴菌・添加物・残留動物用医薬品の国別違反件数 

　 農薬違反 黴菌違反 添加物違反 動物用違反
生産国 件数　　455 件数　297 件数　　263 件数　　243

中国 173 115 105 67
エクアドル 83
ガーナ 78
台湾 33 4 6 14
タイ 24 62 10
ベトナム 5 42 10 113
米国 5 3 22
その他国 64 71 110 49  

出所：厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/topics/yunyu/dl/ysks18e.pdf 

 
表４－３－２ 2007 年度（４～９月）違反状況の速報値 

年度 届出件数 輸入重量 検査件数 割合*1 違反件数 割合*2
２００７年度 914,373 12,226千ﾄﾝ 100,948 11.0 619 0.07
２００６年度 923,968 12,416千ﾄﾝ 94,920 10.2 629 0.07  

1）割合*1,2 は届出件数に対する割合 

出所：厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/topics/yunyu/dl/ysks18e.pdf 

 
 家畜の飼育・養殖魚において（鶏肉・豚肉・牛肉・魚介類）抗生物質（合成抗菌剤およ

び抗生物質）添加の配合飼料や動物用医薬品の進歩により我々は豊かな食生活を堪能して

いる。一方でこれらの抗生物質の畜水産物への移行・残留が懸念され、実際に残留も見ら

れるようになっている。 近では抗生物質の使用は減少傾向である。動物用医薬品がワク

チン使用へと変化しているからであり、また、畜水産物の飼育衛生管理もきめ細やかにな

ってきているからでもある。 
 抗生物質は 2 種類に分類されている。微生物などから作るもの、いわゆる抗生物質と化

学的に合成する合成抗菌剤といわれているものである。両方ともに食品に含有されてはな

らいし、微量に含有されていても販売禁止なのである。国内の使用量は約 1290 トンで人用

の 2.5 倍といわれている。 
 国及び自治体は残留農薬検査と同じく検査をおこなって随時公表している。残留農薬と

異なり抗生物質は食品に含有してはならなのである。分析器具の進歩によりかっては含有

されていないと検査を合格した製品も今では抗生物質の検出が可能になっている。国内で

は製品から検出されれば企業・製品の死活問題となっていて業者は細心の注意を払ってい

る。この点消費者は安心である。問題は輸入畜水産物なのである。検疫所でのモニタリン

グ検査で主に「養殖うなぎ」「養殖えび」などで検出され販売禁止・回収が行われている（表

４－３－１参照）。モニタリング検査の該当品は市場に出回っている場合があるから消費者

は注意することが必要である。ただ、産地偽装などには消費者はまったく無防備である。 
 厚生労働省は残留農薬の摂取量を減らすには「水洗い」「皮むき」「ゆでる」「揚げる」な

どにより残留農薬は減少するとしている。 
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 現在有機農法農作物・有機原料使用の加工食品はべつとして、一般的に出回っている食

品は残留農薬、時折残留抗生物質などの問題がある。我々は今の食生活においてこれらの

課題を避けることは非常に困難である。しかし食生活に強度に不安を感じるのもどうかと

思うが、何ら関心を持たないのもより楽しくて安全な食生活を満喫するには疑問が残る。 
 ある農林試験所に勤務の方の「害虫と共生する農業の確立は(農薬)殺虫剤の使用を少なく

する。例えば「かいがら虫」の天敵「てんとう虫」を利用する。農薬を利用すると「てん

とう虫」も駆除されて自然な環境を破壊する恐れがある。と言っても沖縄県の「ウリミバ

エ」・「ミカンコミバエ」等外国から侵入した害虫は駆除する必要はある。かっては沖縄県

産の瓜類・柑橘類は消毒しなければ本土での流通は出来なかった（現在でも台湾・フイリ

ッピン・ハワイ等熱帯地方の果実は消毒されて輸入されている）が、駆除されたことによ

り消毒なしでは今では沖縄県産の農作物は日本全国で流通されている。このような矛盾も

ある。又、旬の農作物は旬に生産し旬に食するという自然な食生活の回帰も農薬全般（害

虫・病細菌）の使用量を減らすことになる。旬に生育される農作物は旬以外で生育される

農作物より害虫・病原菌に強いということである。」 
 含蓄のある提言である。しかし経済優先で市場主義経済である今、また消費者の食生活

の現状から認識を変えるには困難のように思われる。ただ地球の温暖化、石油を主として

エネルギーの高騰、世界的な食料の高騰、我が国の食料自給率（カロリーベース）39％を

50％まで改善（温暖化防止政策と食の安全保障）など生活環境が大きく変化する過度期で

あることを考えると食の健康への安全性とともに今の食生活の内容を考え直すことはおろ

そかに出来ない課題であると思う。 
 
Ⅳ－４ 食品以外の不当表示 
 図４－４－１は朝日新聞 2008 年 6 月 6 日付けのものである。大手家電の店頭表示の値札

の一例である。価格に斜線を入れ、その上に又値引き価格に斜線があり、「更に値引きしま

す」のある価格表示のラベルが貼られている。 
 店の説明は「価格競争の激しい商品は、1 日に数回も価格を変える。すべて印刷し直すと

手間がかかってしまうため」としている。実際は「はっきり安い値段を揚げると、他店が

対抗して値を下げ、際限なく安売り競争が進み、お互いの収益が悪化する－そうした事態

を避けるためなのだという。」 
 
図４－４－１ 家電店頭での値札の一例 

    
出所：朝日新聞 2008 年６月６日付け 
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 安く表示して高く売るのは景品表示法が禁じている。これは逆のケースであるが、違法

とは言えないが「あいまいな価格表示は消費者を誤認させる」との条文もある。消費者は

実際の価格が分からず他店との価格比較が出来にくいとの批判もある。 
 「全国家庭電気製品公正取引協議会」は７月の総会で自主ル－ルの公正競争規約を決定

して消費者に明瞭な価格表示に努めるとのことである。 
 食品での表示を考察してきたが、ここでは食品以外の表示の課題を探ってみる。 
「2007 年度における景品表示法の運用状況及び消費者取引の適正化への取組の概要」によ

ると 26）、図４－４－２の通り 2007 年度での排除命令が 56 件で過去 高を記録した。警告

19 件及び注意 520 件で合計 595 件である。この件数の中には食品も含んでいる。 
 
図４－４－２ 過去５年間の排除命令事件数の推移 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
出所：公正取引委員会 http://www.jftc.go.jp/presserlease/08.may/ 

 

 56 件の内食品に係る不当表示の排除命令は「牛肉の霜降り表示」・「馬肉の霜降り表示」、

地域ブランド・原産国に係わりは「鶏肉加工食品の原材料」・「干し物の原産地」の不当表

示であった。38 件は効果・性能に係わる表示である。例えば「使い捨てカイロの発熱効果

の持続時間」・「蚊よけ器の効果」・「水洗トイレ用芳香洗剤の除菌効果」・「洗桶による浴室

等のカビ抑制効果」・「カビの防止等を標榜する商品の効果」に係わる不当表示である。 
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表４－４－１ 排除命令と警告の一覧（2007 年度） 

 
出所：公正取引委員会 http://www.jftc.go.jp/presserlease/08.may/ 

 

排除命令とは公正取引委員会から排除命令を受けた業者は、問題表示の取り止め、再発

防止の実施、違反事実の新聞広告を出すことなどを求められる。不服があれば 30 日以内に

審査請求が出来る。 

排除命令の増加は消費者からの申告の増加が背景にあるのであろう。効果が明らかでな

いのに数千万円以上の売上している商品は消費者に大きな被害を与えているのだから積極

的に取り組んで欲しい。 
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消費者も商品を選ぶ目を養うことが要求とされる。「ニセ科学」のマイナスイオンなど注

意が必要である。業者は充分な根拠に基づく商品の開発、点検をする経営姿勢が求められ

る。公正取引委員会では不当な表示での売上に対して売上高 3％の課徴金を科すことを考え

ているようだが悪質な業者にたいする一つの対抗手段になることを期待したい。 

2008 年７月分（18 日現在）に表示での排除命令は公正取引委員会のホームページでは 2

件報告されている。①は NTT 東西の「IP 電話“ひかり電話”のチラシや広告が正確に料金

を表示せず消費者に安く利用できると誤認させるような表示」に対してである。②は日本

生活協同組合連合会（東京）「ハーフカシミヤの中国製セーターなど、カタログにはウール

50％、カシミヤ 50％と表示してあるが実際にはカシミヤが数％しか入っていなかった」と

して排除命令を受けている。 

業者の商品説明に誤解ある表示は謹んでもらわなければならないが、実情では売らんか

の商品広告が溢れている。しかし消費者も商品の安さに、科学的に疑問のある商品には慎

重に対応することが自己防衛につながるのものであることを自覚すべきではないだろうか。 

 

まとめ 

 消費期限・賞味期限での課題は健康への安全性と無駄に廃棄しないことのバランスを取

れることではないかと思う。業者の期限の決め方をむやみに短くしないことと消費者がそ

の食物を食べられるか、食べられないかの判断能力を一昔前の能力まで戻すことが必要で

はないか。小売業は消費期限が３分の 1 を過ぎた商品は仕入れしないという暗黙のルール

があると言われている。消費者は期限がまじかな商品は買ってくれないからである。これ

らの期限を過ぎた商品の多くは捨てられていると思われる。 
 業者はより安全性に考慮し短めの期限を設定する。これは場合により製造業者への返品

率を高め、廃棄される量が増えることになっているのではないか。消費者は機械的に表示

期限過ぎた商品は捨ててしまう場合が多い。世界の食料危機の中でこのような食生活は許

されていいものであろうか。勿論安全性には 大の注意がなされなければならないが、今

の日本での廃棄食物の現状は許されるべきでないと思う表 1で輸入食料 3600万トンに対し

て廃棄量 2000 万トンは余りにも多い。すべてが期限切れでの廃棄ではないが考えさせられ

る資料である。 
 
表 1 生ゴミ（食品廃棄物）2000 万トン以上（2004 年農水省） 
 ●食品製造業         487 万トン 
 ●食品卸売業          74 万トン 

●スーパー・コンビニ      262 万トン 

●外食業            312 万トン 

●家庭            1000 万トン  
 ★家庭ゴミには皮・骨・絞りかす等食べられないもの含む（厚生省 1996 年推定） 
 ●食料年輸入量        3600 万トン  約６兆円 
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 ●家庭以外の分は 47％が再利用されている 肥料・飼料・油等 

 ●レストランでの食べ残し量の率   3.3％ 

 ●結婚披露宴での食べ残し量の率   22.5％ 
 ●宴会               15.2％ 

 ●宿泊施設             13.0％ 

 ●家庭での             4.1％ 
出所：徳江実「世界の人口」http://www.arkot.com/jinkou/ 

 

 食物アレルギーの表示については加工食品ではかなりの安全性で表示がなされているが

外食ではほとんどの店舗で表示されていないのが現状である。アレルギーは人の生命にか

かわるし疾患である。2004年の文部科学省での全国調査によると有病率は児童生徒の 2.6％
である。少数ではあるが人の命にかかわることであるから、外食産業・宿泊施設にも表示

のガイドラインを速やかに策定することが望ましい。 
 昨今食品の産地偽装が大きく世の中に取りざたされている。船場吉兆が廃業に追い込ま

れたにも係わらず後を絶たない。一色うなぎの組合自身のうなぎ産地偽装、神戸の魚荷受

会社「神港魚類」と水産会社「魚秀」の中国産うなぎの産地偽装、岐阜県養老町の食肉卸

小売業「丸明」の飛騨牛偽装、千葉県浦安市の学校給食用の鶏肉、ブラジル産を岩手産と

偽装していた東京都江戸川区の食肉販売会社「山形屋」、茨城県神栖の「サンシロフーズ」

はうなぎの産地・牛肉の加工品の産地偽装など常識的には考えられないことである。 
業者の言い分は「見分けがつかないと思った」ということのようである。「魚秀」のケー

スも見分けがつかないと考え、冷凍餃子事件以後中国産製品の販売がふるはなくなり在庫

の処分のために目論んだのではないかと言われている。どちらにしても消費者を騙しても

自己の利益優先の経営態度である。 
中国産餃子事件は日本における中国産食物の信用がなくなり中国産表示の商品の売上は

事件以来おおきく減少している。「魚秀」の中国産うなぎの生産地偽装はこれが発端なので

あろう。輸入業者・加工食品業者のなかには「中国隠し」の裏の手を考えている業者もあ

るらしい。安い商品を消費者に提供するためには中国の原材料中国の人材を利用なしでは

不可能である。輸入時の検疫検査で中国製品が他国製品より違反件数が多いというわけで

はない。工場によっては日本の工場より衛生的であるとも言われている。 
「中国隠し」などと姑息なことを考えず安全で美味しくて安い食品を日本の消費者に提

供する地道な努力こそが日本の消費者の信頼を得ることではないか。うなぎの偽装がまか

りとおったのは、食べて違和感を感じて通報があったのではなく、国産のうなぎの価格に

しては安いとの通報で事件が明るみになったと聞いている。今消費者の信頼がない中国産

商品ではあるが、うなぎ蒲焼など品質面では「見分けがつかない」ほど品質は向上してい

ると思われる。合法的な「生産国」隠しなどもってのほかである。食料の自給率向上のた

め原材料など国産品の増産は必要であるが、今日本の輸入に依存している食料事情から、

中国産も含め外国産の食品を直ちに止めるわけにはいかない。 
業者は正直に原材料の原産国・生産国・農薬の使用状況など消費者に可能な限り公表し、
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消費者の商品選択の資料として提供する努力こそが信頼を得られることではないかと思う。 
政府は食品全般に履歴管理（トレーサビリティ－）制度を設けようと検討しているよう

である。現在は牛肉取引では導入（2003 年６月）されている。食品の生産から加工、販売

までの情報を事業者に義務付けさせることである。産地偽装防止、食中毒・異物混入など

の健康被害の拡大防止が期待される。 
食品全般というがどの範囲か、内容は、コストは誰が負担するのか、輸入製品の扱いは

どうするのかなど超えなければならない課題が多い。輸入品に国産品と同じく履歴制度の

適用は輸出国との摩擦が予想される。コスト増加については消費者の安全へのコストがす

べて消費者が負担するようでは問題である。 
また、輸入品の安全性確保のために検疫所の食品衛生監視員の増員も検討している。 
構想倒れにならないよう速急に内容を決定し予算化を望む。27） 

 

表 2 公表されなかった違反の例 

 

出所：朝日新聞 2008 年７月 8 日付け 

 

2008 年 7 月 8 日付け朝日新聞によると JAS 法の違反に対して企業名・違反事実の公表に

かかわり地方自治体により公表されるか非公表の「指導」に留まっている場合など地方自

治体の裁量に格差があると報じている。表 2 は非公表の違反例であるが、公表されるべき

JAS 法違反ではないかと疑問を呈している。 
 地方担当者は適正な判断であると説明しているが、判断にあたり地方の産業優先が重ん

じられ消費者の安全性に関して疑問が残る。制度の公平性から判断基準のより統一性が求

められる。 
 また、JAS 法違反に対して運用強化を求める声が高まっている。食品会社の法令順守を

促しているが、業者側の自主的取組だけでは効果が限定的である。 
 JAS 違反に対しては「指導」・「指示」（企業名・違反事実の公表）指示に従わない場合「命

令」処分となる。命令に従わない場合初めて罰則が科せられる。罰則に至った例は現在ま

で皆無である。 
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 消費者の権利をより強化するには、JAS 法違反に対する裁量の範囲・基準の統一性と処

分の厳罰を検討する時期ではないかと思う。 
 加工食品に二酸化炭素量を表示する事が研究されている。地球温暖化対策の一環として

消費者の商品選びの資料として提供しようとする試みである。 
 加工食品の原材料の栽培から製造、流通、廃棄までに排出される二酸化炭素の量を商品

に表示する。排出量の算定と表示の仕組みを「カーボンフットプリント（炭素の足跡）」と

呼ばれている。 
 海外では英国が先行していて、韓国では本年 7 月にモデル事業がスタートする。 
 国内ではサッポロビールが「黒ラベル」350cc 缶に 2009 年から表示すると発表した。味

の素、カゴメ、紀文フードケミファ、流通業ではイオン、セブン＆アイ・ホールディング

のプライベートブランド商品などに表示を研究中とのこと。新しい地球温暖化防止への企

業のアッピールの表示である。28） 

 2009 年度に「消費者・生活者の視点に立つ行政への転換」として「消費者庁」が設立さ

れる。現在消費者行政は各省に跨り「国民生活センタ－」など一部を除き業界よりと批判

されてきた。各省に管轄が分かれているので横の連携が停滞ぎみで、中国産冷凍餃子事件

など千葉県での事故は防ぐことが出来なかった。 
 「生活者重視」の行政庁として期待されている。発足したからと言って消費者行政がガ

ラット転換するとは思えないが、今より以上に消費者権利が保護され、健康への安全性、

悪徳業者の排除、商品の安全・誇大広告防止、情報の地方・国の一元性などに期待したい。 
 

注 
1）朝日新聞 2008 年 2 月 5 日付け 
2）厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/houou/2008/02/dl/ho205-2b.pdf 
3）毎日新聞 2007 年 2 月 3 日付け 
4）日経エコロミーhttp://eco.nikkei.co.jp/news/article 
5）国民生活審議会 http://www5.cao.go.jp/seikatsu/shingikai/kikaku/ 
6）農林水産省 http://maff.go.jp/j/press/syouan/hyoji/080319.html 
7）朝日新聞 2008 年 5 月 3 日付け 
8) 東京都 http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/ 
9）農林水産省 http://maff.go.jp/www/press/cont2/ 
10）朝日新聞 2007 年 4 月 18 日付け 
11）「硝酸塩」は食品添加物としてチーズ・清酒・食肉製品・鯨肉ベーコンに使用が認めら

れている。発酵調整剤・発色剤の効用があり硝酸カリウム・硝酸ナトリウムが品名で

表示されている。一部では発ガン性物質の発生に関与している恐れがあると指摘され

ている。 
12）朝日新聞 2007 年 4 月 19 日付け 
13）「蛋白加水分解物」とは大豆・小麦・畜産物の筋等を原料にして酸や酵素で分解したア

ミノ酸とその他の旨み成分である。「**エキス」とは畜産・魚類などの旨みを搾汁・濃
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縮したもの、ブイヨンや粉末だしのもと類である。 
14）西尾行政書士事務所 http://www7a.biglobe.ne.jp/~aoi-sougo/yakuzi43.html 
15）食の安全を考える会 http://www.atopicco.com/monthly/food/food3.htm 
16) 内閣府食品安全委員会 http://www.ifsis.fsc.go.jp/do/FSILogon 
17）朝日新聞 2007 年 11 月 8 日付け 
18）辻啓介監修「食品の危険度安全度がわかる本」法研 2002 年 8 月 p.26~28 
19）日本モンサント http://monnsanto.co.jp/data/countries/index.shtml 
20）読売新聞 2008 年６月 30 日付け 
21）朝日新聞 2007 年７月 3 日付け 
22）朝日新聞 2007 年 10 月 24 日～30 日付け 
23）日本経済新聞 2008 年５月 30 日付け 
24）財団法人日本食品化学研究振興財団 http://www.ffcr.or.jp/Zaidan/Kiji.nsf/ 
25）厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/topics/yunyu/dl/ysks18e.pdf 
26）公正取引委員会 http://www.jftc.go.jp/presserlease/08.may/ 
27）読売新聞 2008 年７月６日、１８日付け 
28）朝日新聞 2008 年 6 月 18 日付け 毎日新聞 2008 年 6 月 20 日付け 
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